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民事再生法と貸倒れの税務 

 『１００年に一度』と言われる経済不況の中、

『倒産』に関する記事やニュースを目の当たりに

することが多くなっています。 

一口に『倒産』と言っても、いくつかの種類が

あることをご存知でしょうか？また、『倒産』と

いうと、どうしてもマイナスのイメージが先行し

がちですが、『清算』となる前に再建型倒産によ

り再起をかけるケースもあります。 

この再建型倒産には、主に民事再生手続、会社

更生手続の２種類がありますが、両者はどのよう

な違いがあるのでしょうか。 

両者の比較 民事再生手続 会社更生手続 

対 象 会 社 

主に中小企業向

けで、法人から

個人まで可 

主に大企業向け

で、株式会社の

み 

申 請 後 の 

経 営 権 

原則として現経

営陣が引続き経

営する 

旧経営陣は退任

し、裁判所が選

任した更生管財

人に引継がれる 

可 決 要 件 
債権者の多数の同意を得て、か

つ、裁判所の認可が必要 

認可までの

期 間 

（短期） 

おおむね半年 

（中長期） 

おおむね数年 

 取引先が民事再生法の手続を開始した場合、債

権者側ではその有する債権の全部又は一部が回収

不能となる可能性が高いですが、民事再生の手続

中どのような税務処理になるのでしょうか。 

民事再生法の手続の流れ 

民事再生と会社更生の主な違い 

再生手続開始の申立て 

再生手続開始の決定 

債権の届出・調査・確定 

再生計画案の作成・  

提出・決議 

再生計画の認可決定 

再生計画の履行 

【債務者側】 【債権者側】 

特に税務処理なし 

【税務処理】 

貸倒引当金繰入 

の計上 

※最大で債権額の

50％が損金計上可 

【税務処理】 

貸倒引当金繰入 

の計上 

※5年を超えて弁済

を受ける部分が損

金計上可 
 
貸倒損失の計上 

※認可の決定により

切捨てられる部分の

全額が損金計上可 



 

国税関係帳簿書類のうち、特に重要な文書について

は引き続き紙による保存を求め、それ以外の書類につ

いてはスキャナ保存することが可能となります。 

スキャナ保存対象外･･･帳簿・決算関係書類・契約書・

領収書（金額が３万円以上）及びこれらの写し 

スキャナ保存対象･･･契約書・領収書（金額が３万円未

満）・請求書・納品書・注文書等及びこれらの写し 

①真実性を確保するための主な用件 

・速やかに（その業務の処理後1週間以内）又は、

業務処理サイクル後速やか（月次処理などについて

最長1ヶ月以内）に入力すること 

・電子署名、タイムスタンプ、を付し、ヴァー

ジョン管理されていること 

・４ポイントの文字が認識できる解像度及びカ

ラー画像によるスキャニングであること 

②可視性を確保するための要件  

・カラーディスプレイ、カラープリンタ等の備付 

・検索機能の確保  

・国税関係帳簿との相互関連性の確保 

・システム関係書類の備付 

∥電子帳簿保存の概要 

∥対象要件 

 

 

∥申請日 

このように、電子帳簿の準備には多尐手間がかかる

ことも予想されますが、一度承認を受けることができ

れば、事務の省力化や紙資源の節約が可能となりま

す。また、パソコンなどの事務機器の購入について

は、要件を満たせば特別償却等の特例が適用となるこ

ともあります。電子化をお考えの方は併せて検討して

みてはいかがでしょうか。 

電子データによる書類の保存に代える日の３ヶ月前

までに提出する必要があります。 

 近年、国税庁では、テレビや広告を通してし

きりに電子申告の利用を呼びかけています。当

事務所におきましても、事務作業効率化の観点

などから、関与先の皆様にご協力をいただき、

このところかなりの割合で電子申告を導入させ

ていただいております。さて、この税務手続の

電子化については、申告業務だけではなく、帳

簿書類の保存についても適用があります。今回

は、帳簿の保存と電子化についてご紹介します。 

 今回は、改正された電子帳簿保存法に基づ

き、④の内容をご説明します。 

∥国税関係帳簿書類の区分と保存期間 

 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、 

 固定資産台帳、売上表、仕入表など 
帳 簿 

 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、 

 注文書、契約書、領収書など 
書 類 

原則として、上記の帳簿書類は７年間（個人

における納品書等一定の書類は５年間）保存し

なければなりません。 

∥帳簿書類の保存方法 

   

原則的には、紙により保存 ① 

6年目及び７年目のマイクロ

フィルムによる保存  ②

一定書類のスキャナ読み取りによる 

電磁的記録の保存 ④

③
電磁的記録による保存 

（最初の記録段階から一貫して電子計 

算機を使用して帳簿作成をする場合） 

帳簿の保存方法 

電子帳簿保存 

帳
簿 

と 

電子保存 



  

いよいよ平成21年5月21日から 

もし、従業員が裁判員に選ばれたら企業はどのような対応をすればいいのでしょうか？ 

今回は、裁判員制度の概要と企業が労務管理上注意すべき事項をご紹介いたします。 

裁 判 員 制 度 がスタートします！！ 

裁判員制度とは？  

国民の中から抽選で選ばれた裁判員が刑事裁判に

参加し、被告人が有罪かどうか、有罪にする場合は

どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制

度です。 

この裁判員制度が適用されるのは、殺人、強盗致

死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物放火、

身代金目的誘拐などの｢一定の重大な犯罪｣です。 

裁判員に選ばれるのは、衆議院議員の選挙権を持

つ人です。（ただし、禁固以上の前科がある人、自

衛官、警察官、弁護士等は裁判員にはなれませ

ん。）また、裁判員に選ばれた場合は原則辞退する

ことはできません。 

例外として70歳以上の人や学生、重い病気や怪我

をしている人等は辞退することができます。単に

｢仕事が忙しい｣という理由では原則辞退することは

できません。 

裁判員制度の対象事件のうち約7割が3日程度を要

するとされ、複雑な内容の事件、被告人が否認して

いる事件等は5日以上かかる場合もあると予想され

ています。 

出廷義務と守秘義務があり、正当な理由がないの

に公判期日に出頭しないと10万円以下の過料、裁判

内容等を漏らすと6ヵ月以下の懲役または50万円以

下の罰金に処せられます。 

裁判員は労働基準法7条の｢公の職務｣に該当するの

で、従業員が裁判員として出頭のため必要な時間を

請求した場合、使用者はこれを拒むことができませ

ん。 

もし拒んだ場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以

下の罰金に処せられてしまいます。 

 また、裁判員の職務を行うために休暇を請求した

ことその他裁判員、補充裁判員、裁判員候補者であ

ることや、あったことを理由として、解雇、減給等

の不利益な取扱いをしてはならないとされていま

す。 

裁判員休暇を有給にするか無給にするかは何も規

定されていないので、使用者と従業員間で決めるこ

とになります。（裁判員には日当1日1万円以内が支

払われるので、日当と賃金の差額を支給するという

企業もあるようです。） 

従業員が裁判員に選ばれた場合、その支援をする

ことは企業の社会的責任です。 

実際に従業員が裁判員に選ばれてからあわててど

のように対応するかを考えるより、事前に就業規則

等に裁判員休暇の扱いをどうするのか、また、有給

とするのか無給とするのか等を決めておくことが大

変重要になってきます。 
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株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

株式会社 さくら総合Ｍ＆Ａセンター   

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

花 岡 英 司 公 認 会 計 士 事 務 所  

エ ス バ イ エ ス 事 業 協 同 組 合 

ＴＥＬ  011- 271- 1417  ＦＡＸ 011- 221- 5948 

Ｅ-ｍａｉｌ info@dao.or.jp 

ＵＲＬ  http://www.dao.or.jp  
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「さくらインタ－ネット会計」はインターネットを活用した最新鋭のǘǪǧ( 1)ͺǪǸǸǪ( 2ǀ会

計システムです。今までのコンピュータ会計は事務所内でしか利用できませんでしたが、パソコンとイン

ターネット環境さえ、ご用意いただければ、日本国内はもちろん、海外からでもシステム利用が可能で

す。出張などが多い経営者の方でも、自社の経営データを手に取るように把握することができます。ご自

宅や移動中でもデータ確認が可能です。経営陣がそれぞれのパソコンから同時に業績確認することが可能

なため、スピーディな経営判断を実現します。 

 
また、「さくらインターネット会計」の会計データはインターネットデータセンターにて一括管理され

ています。そのため、入力された会計データは、サーバー上で自動集計されますので、早朝や深夜、休日

など、気になった時にいつでも、最新の経営実態がご確認いただけます。 

 
複数の支店展開をされている場合でも、各支店から入力さ

れた会計データは自動集計されます。  

 各支店からＦＡＸ等での売上報告を行わなくとも、常に最

新データを掌握することができるため、日々の業績に対し

て、即日、対策を検討する体制の構築が可能となります。  

さくらインターネット会計の革新性  

ᵃ ὣ  Vo l .2  

さ く ら 

ǈ=ǘǪǧ 

 ƿ̣ͻ̴̣͏ͻǑApplication Service Provider ǀ 

 ビジネス用のアプリケーションソフトをイン

ターネットを通じてレンタルして使用する仕組

みのこと。ユーザはＷｅｂブラウザなどを通じ

て、ＡＳＰの保有するサーバにインストールさ

れたアプリケーションソフトを利用する。  

ǉ=ǪǸǸǪ 

 ƿ̰ͻ̴ǑSoftware as a Service ǀ 

 ソフトウェアの機能のうち、ユーザが必要とす

るものだけをサービスとして配布し利用できるよ

うにしたソフトウェアの配布形態。サービス型ソ

フトウェアとも呼ばれる。  


